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職 発 第 1 2 2 5 0 0 3 号

平成１５年１２月２５日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省職業安定局長

（公印省略）

職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改

正する法律、関係政省令等の施行について

「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

件の整備等に関する法律の一部を改正する法律 （平成１５年法律第８２号。以」

下「改正法」という ）については、平成１５年６月１３日付け厚生労働省発職。

第0613001号により厚生労働事務次官から貴職あてその概要が通達されたところ

であるが、この施行に関し 「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確、

保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行

期日を定める政令（平成１５年政令第５４１号 」等の関係政省令・告示が本日）

公布されたところである。その主な内容についてはそれぞれ下記第１から第７ま

でのとおりであり、また、関係通達について下記第８のとおり改正するので、こ

れに十分留意の上、その円滑な施行について遺漏なきよう万全を期されたい。

なお、次に掲げる通達の改正については別途通達するので、その旨了知された

い。

・ 平成１１年１１月１７日付け女発第３２５号・職発第８１４号「労働者派

遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

等の一部を改正する法律、関係政省令等の施行について」の別添「労働者派

遣事業関係業務取扱要領」

・ 平成１１年１１月１７日付け職発第８１５号「職業安定法等の一部を改正

する法律、関係政省令等の施行について」の別添１「民営職業紹介事業の業

務運営要領」

・ 平成１１年１１月１７日付け職発第８１５号「職業安定法等の一部を改正

する法律、関係政省令等の施行について」の別添２「労働者募集業務取扱要

領」
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・ 平成１１年１１月１７日付け職発第８１５号「職業安定法等の一部を改正

する法律、関係政省令等の施行について」の別添３「労働者供給事業業務取

扱要領」

・ 平成１３年９月１２日付け職発第５４０号・能発第３８７号・雇児発第５

９５号「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策

法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う雇用保険三事業に係る給付金

制度の改正について」の別添２「特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難

者雇用開発助成金）支給要領」

・平成１３年１１月３０日付け職発第７１２号「雇用安定事業等の実施につい

て」の別紙２「再就職支援給付金及び再就職支援会社活用給付金に係る職業

紹介事業者の基準等について」

記

第１ 「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就

業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政

令」の制定

改正法の施行期日を、平成１６年３月１日とすること。

第２ 「職業安定法施行令等の一部を改正する政令 （平成１５年政令第５４２」

号）の制定

１ 職業安定法施行令の一部改正

改正法による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という ）の一部改正によ。

って物の製造の業務への労働者派遣事業が可能となったことに伴い、職業紹

介事業の許可の欠格事由に係る労働に関する法律の規定から、物の製造の業

務へ労働者派遣事業を行った者に対する罰則に係る規定を削除すること等と

すること。

【第２条関係】
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２ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に

関する法律施行令の一部改正

( ) 適用対象業務関係1
労働者派遣事業を行ってはならない業務として定められている病院等に

おける医業等の医療関連業務のうち、当該業務に紹介予定派遣が行われる

場合には、労働者派遣事業を行うことができるものとすること。

【第２条関係】

( ) 一般労働者派遣事業の許可申請等に係る手数料関係2
① 一般労働者派遣事業の許可を受けようとする者が納付すべき手数料の

額は、１２万円＋〔 一般労働者派遣事業を行う事業所数－１）×５万（

５千円〕とすること。

② 一般労働者派遣事業の許可証の再交付を受けようとする者が納付すべ

き手数料の額は、再交付を受けようとする許可証１枚につき１千５百円

とすること。

③ 一般労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を受けようとする者が納

付すべき手数料の額は、一般労働者派遣事業を行う事業所数×５万５千

円とすること。

④ 一般労働者派遣事業の許可証の書換えを受けようとする者が納付すべ

き手数料の額は、書換えを受けようとする許可証１枚につき３千円とす

ること。

【第９条関係】

第３ 「職業安定法施行規則等の一部を改正する省令 （平成１５年厚生労働省」

令第１７８号）の制定

１ 職業安定法施行規則の一部改正（平成１６年３月１日施行部分）

( ) 有料職業紹介事業の許可の申請等に係る手数料1
① 有料職業紹介事業の許可を受けようとする者が納付すべき手数料の額

、 〔（ ） 〕は ５万円＋ 有料職業紹介事業を行う事業所数－１ ×１万８千円

とすること。

【第１８条第７項関係】

② 有料職業紹介事業の許可の有効期間の更新を受けようとする者が納付

すべき手数料の額は、有料職業紹介事業を行う事業所数×１万８千円と

すること。

【第２２条第２項関係】
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( ) 有料職業紹介事業者が手数料を徴収することができる求職者の範囲2
手数料徴収の対象となる求職者に、熟練技能者（職業能力開発促進法第

４４条第１項に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合

格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業

活動において当該技能を活用した業務を行う者）の職業に紹介した求職者

を追加するものとすること。

【第２０条第２項関係】

( ) 職業紹介責任者の選任要件等3
① 職業紹介責任者の変更の届出は、変更に係る事実のあった日の翌日か

ら起算して３０日以内に行うものとすること。

【第２３条第２項関係】

② 職業紹介責任者の選任は、職業紹介に係る業務に従事する者５０人当

たり１人以上の者を選任するものとすること。

【第２４条の６第２号関係】

( ) 学校等の行う無料職業紹介事業の対象となる学生生徒等に準ずる者4
職業安定法第３３条の２第１項の厚生労働省令で定める者は、次のとお

りとすること。

① 大学の長が無料職業紹介事業を行う場合にあっては、当該大学に附属

する病院において医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修を受け

ている者及び修了した者

② 学校又は専修学校の長が無料職業紹介事業を行う場合にあっては、当

該学校又は専修学校において職業能力開発促進法第１５条の６第３項の

規定により公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練

（いわゆる「委託訓練 ）を受けている者及び修了した者」

【第２５条の２第１項関係】

( ) 届出により無料職業紹介事業を行うことができる特別の法律により設立5
された法人

職業安定法第３３条の３第１項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲

げる法人であって、直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数

（第６の２参照）以上のものとすること。

① 農業協同組合法の規定により設立された農業協同組合

② 水産業協同組合法の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工

業協同組合

③ 中小企業等協同組合法の規定により設立された事業協同組合又は中小

企業団体中央会
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④ 商工会議所法の規定により設立された商工会議所

⑤ 中小企業団体の組織に関する法律の規定により設立された商工組合

⑥ 商工会法の規定により設立された商工会

⑦ 森林組合法の規定により設立された森林組合

⑧ その他①～⑦に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの（第６の

３参照）

【第２５条の３第１項関係】

( ) 特別の法人の行う無料職業紹介事業に係る届出手続等6
① ( )に定める特別の法人が、職業安定法第３３条の３の規定により無5
料職業紹介事業を行う場合の届出手続等について、有料職業紹介事業の

許可申請手続等に係る規定を準用し、所要の読替えを行うものとするこ

と。

【第２５条の３第２項関係】

② ( )に定める特別の法人が職業安定法第３３条の３の規定により無料5
職業紹介事業を行う場合の届出書の添付書類を定めるものとすること。

【第２５条の３第３項関係】

( ) 地方公共団体の行う無料職業紹介事業に係る届出手続等7
① 地方公共団体が職業安定法第３３条の４の規定により無料職業紹介事

業を行う場合の届出手続等について、有料職業紹介事業の許可申請手続

等に係る規定を準用し、所要の読替えを行うものとすること。

【第２５条の４第１項関係】

② 地方公共団体が職業安定法第３３条の４の規定により無料職業紹介事

業を行う場合の届出書の添付書類を定めるものとすること。

【第２５条の４第２項関係】

( ) 権限の委任及び書類の提出の経由8
職業紹介事業の許可の単位について事業所単位から事業主単位に改めら

、 、れたこと等に伴い 権限の委任及び書類の提出の経由に係る規定について

所要の整備を行うこととすること。

【第３７条第１項・第３８条第１項関係】

( ) その他9
改正法による職業安定法の規定の条項移動に伴う所要の整備等を行うも

のとすること。
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２ 職業安定法施行規則の一部改正（平成１６年４月１日施行部分）

( ) 権限の委任1
職業安定法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げるものについ

て、都道府県労働局長へ新たに委任するものとすること。

① 手数料表の変更命令に関する権限

② 職業紹介事業の停止命令に関する権限

③ 職業紹介事業の取扱職種の範囲等の変更命令に関する権限

④ 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給

事業者に対する指導及び助言に関する権限

⑤ 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給

事業者に対する改善命令に関する権限

⑥ 職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に係る報告

徴収及び立入検査に関する権限

【第３７条第１項関係】

( ) 書類の提出の経由2
職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に係る厚生労働大臣に

提出すべき書類については、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う

者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を

経由して提出するものとすること。

ただし、職業紹介事業の許可証の再交付の申請、職業紹介事業の変更の

届出及び許可証の書換え申請並びに許可証の返納のうち、事業主の属性に

関わらないものについては、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

を経由して提出することができるものとすること。

【第３８条第１項関係】

３ 関係省令の整備

雇用保険法施行規則等について、改正法による職業安定法の規定の条項移

動等に伴う所要の整備を行うものとすること。

第４ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に

関する法律施行規則等の一部を改正する省令（平成１５年厚生労働省令第１

７９号）の制定

１ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に

関する法律施行規則の一部改正（平成１６年３月１日施行部分）

( ) 派遣元責任者の変更の届出1
派遣元責任者の変更の届出は、変更に係る事実のあった日の翌日から起算
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して３０日以内に行うものとすること。 【第１４条第１項関係】

( ) 書類の提出の経由2
一般労働者派遣事業の許可の単位について事業所単位から事業主単位に

改められたことに伴い、書類の提出の経由に係る規定について、所要の整

備を行うものとすること。

【第１９条関係】

( ) 労働者派遣契約に係る書面への記載事項3
労働者派遣契約に係る書面への記載事項に、次に掲げる事項を追加するも

のとすること。

① 紹介予定派遣の場合は、派遣先が職業紹介を受けることを希望しない

場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求

めに応じ、その理由を、書面、ファクシミリ又は電子メールにより、派

遣元事業主に対して明示する旨

② 労働者派遣法第４０条の２第１項第２号ロに該当する業務について行

われる労働者派遣の場合は、次の事項

イ 同号ロに該当する旨

ロ 当該派遣先において、当該業務が１箇月間に行われる日数

ハ 当該派遣先の通常の労働者の１箇月間の所定労働日数

③ 介護休業又は介護休業に準ずる休業をする労働者の業務について行わ

れる労働者派遣の場合は、次の事項

イ 介護休業又は介護休業に準ずる休業をする労働者の氏名及び業務

ロ イの労働者がする休業の開始及び終了予定の日

【第２２条の２関係】

( ) 派遣元事業主から派遣先へ又は派遣先から派遣元事業主への通知4
以下の通知については、書面の交付に加え、ファクシミリによる送信又

は電子メールの送信によることができることとすること。

① 派遣元事業主から派遣先への通知

イ 海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際して行う海外派遣の役務

の提供を受ける者が講ずべき措置の定めに係る通知

【第２３条関係】

ロ 派遣労働者の氏名、労働保険・社会保険の被保険者資格の取得届の

行政機関への提出の有無等に係る通知

【第２７条第２項関係】

ハ 派遣受入期間の制限に抵触することとなる日の直前１箇月間に行う

派遣停止の通知
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【第２７条第４項関係】

② 派遣先から派遣元事業主への通知

イ 労働者派遣契約の締結に際して行う派遣受入期間の制限に抵触する

こととなる日の通知

【第２４条の２関係】

ロ 労働者派遣契約締結後に１年超の派遣受入期間を定めた場合又は１

年超の派遣受入期間を変更した場合の派遣受入期間の制限に抵触する

こととなる日の通知

【第３３条の４第５項関係】

ハ 派遣就業をした日、派遣就業をした日ごとの始業終業時刻等の通知

【第３８条第１項関係】

( ) 労働・社会保険の被保険者資格取得届の行政機関への提出の有無等の通5
知

派遣元事業主は、労働保険・社会保険の被保険者資格の取得届が提出さ

れていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない

具体的な理由を付さなければならないものとすること。

【第２７条の２第２項関係】

( ) 物の製造の業務（以下「製造業務」という ）に係る派遣労働者を専門6 。

に担当する派遣元責任者及び派遣先責任者の選任

① 製造業務へ派遣された派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者

、 、製造業務に労働者派遣をする事業所にあっては 派遣元責任者のうち

製造業務に従事する派遣労働者の数１００人当たり１人以上の者を、当

該製造業務に従事する派遣労働者を専門に担当する者（以下「製造業務

専門派遣元責任者」という ）としなければならないものとすること。。

ただし製造業務専門派遣元責任者のうち１人は、製造業務に従事しな

い派遣労働者を併せて担当することができるものとすること。

【第２９条第３号関係】

② 製造業務に従事する派遣労働者を専門に担当する派遣先責任者

製造業務に５０人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつて

は、派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数１００

人当たり１人以上の者を、当該製造業務に従事させる派遣労働者を専門

に担当する者（以下「製造業務専門派遣先責任者」という ）としなけ。

ればならないものとすること。

ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち１人は、製造業務に従事さ

せない派遣労働者を併せて担当することができるものとすること。
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また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業

務以外の業務（以下「製造付随業務」という ）に従事させる派遣労働。

者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事

させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、１

人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労

働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の数の合計数が１００人を

超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事さ

せる派遣労働者を担当させることができるものとすること。

【第３４条第３号関係】

( ) 派遣元管理台帳への記載事項7
派遣元管理台帳への記載事項に、( )②及び③に掲げる事項を追加する3

ものとすること。

【第３１条関係】

( ) 育児休業等及び介護休業に準ずる休業8
① 当該休業をする労働者の業務が派遣受入期間の制限の対象外となる育

児休業等に準ずる休業について、通算して２年を超えない期間内に終了

することが予定されているものに限るとする要件を削除するものとする

こと。

【第３３条関係】

② 当該休業をする労働者の業務が派遣受入期間の制限の対象外となる介

護休業に準ずる休業は、介護休業に後続する休業であって、育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第２条第

４号に規定する対象家族を介護するためにする休業をする場合とするこ

と。

【第３３条の２関係】

( ) 労働者派遣を受けようとする期間に関する事項9
労働者派遣法第４０条の２第３項の規定により労働者派遣を受けようと

する期間を定めるに当たっては、次の事項を記載した書面を、当該労働者

派遣の終了の日から起算して３年間保存するものとすること。

① 意見を聴いた過半数組合の名称又は過半数代表者の氏名

② ( )の過半数組合又は過半数代表者に通知した事項及び通知した日11
③ 過半数組合又は過半数代表者の意見を聴いた日及び当該意見の内容

④ 意見を聴いて( )②の内容を変更したときは、当該変更後の期間11
【第３３条の３関係】
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( ) 意見聴取に係る過半数代表者に関する事項10
① 過半数代表者の要件

労働者派遣法第４０条の２第４項に規定する過半数代表者は、次のい

ずれにも該当する者とすること （イに該当する者がいない事業所にあ。

っては、ロに該当する者とすること 。。）

イ 労働基準法第４１条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者

でないこと。

ロ 労働者派遣法第４０条の２第４項の規定により意見を聴取される者

を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による

手続により選出された者であること。

② 過半数代表者であること等を理由とする不利益取扱の禁止

派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者に

なろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由

として不利益な取扱いをしないようにしなければならないものとするこ

と。

【第３３条の４第１項～第３項関係】

( ) 意見聴取に当たっての過半数組合等に対する通知事項11
労働者派遣法第４０条の２第４項の規定により過半数組合又は過半数代

表者に対し意見を聴く場合には、次の事項を書面により通知するものとす

ること。

① 労働者派遣の役務の提供を受けようとする業務

② 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合に

あっては労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間及び開始予定時

期、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を変更しようとする

場合にあっては変更しようとする期間

【第３３条の４第４項関係】

( ) 派遣先管理台帳への記載事項12
派遣先管理台帳への記載事項に、( )②及び③に掲げる事項を追加する3

ものとすること。

【第３６条関係】

( ) その他13
改正法による労働者派遣法の規定の条項移動に伴う所要の整備等を行

うものとすること。
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２ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に

関する法律施行規則の一部改正（平成１６年４月１日施行部分）

( ) 書類の提出の経由1
労働者派遣事業に係る厚生労働大臣に提出すべき書類については、派遣

元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して

提出するものとすること。

ただし、一般労働者派遣事業の許可証の再交付の申請、一般労働者派遣

事業の変更の届出及び許可証の書換え申請、特定労働者派遣事業の変更の

届出並びに一般労働者派遣事業の許可証の返納のうち、事業主の属性に関

わらないものについては、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を

経由して提出することができるものとすること。

【第１９条関係】

( ) 権限の委任2
労働者派遣法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げるものにつ

いて、都道府県労働局長へ新たに委任するものとすること。

① 一般労働者派遣事業の停止命令に関する権限

② 特定労働者派遣事業の停止命令に関する権限

③ 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対

する指導及び助言並びにいわゆる専ら派遣に係る勧告に関する権限

④ 適用対象業務に係る規定等に違反している者に対する勧告及び派遣受

入期間に係る規定に違反している派遣先に対する雇入れ勧告に関する権

限

⑤ 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対

する立入検査に関する権限

【第５５条関係】

３ 関係省令の整備

( ) 労働安全衛生規則の一部改正1
労働者が労働災害により死亡等したときに事業者が提出する労働者死傷

病報告の様式について、派遣労働者が被災した場合に提出事業者を派遣先

の事業者及び派遣元の事業者に区分する欄を設ける等、所要の整備を行う

ものとすること。

なお、労働者死傷病報告の提出に当たっては、労働者派遣法施行規則第

４２条についても留意すること。

【労働安全衛生規則様式第２３号及び第２４号関係】
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( ) その他2
雇用保険法施行規則等について、改正法による職業安定法の規定の条項

移動等に伴う所要の整備を行うものとすること。

第５ 「有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令 （平成１５年法務」

省・厚生労働省令第２号）の制定

１ 有料職業紹介事業保証金規則の廃止

改正法により有料職業紹介事業者の保証金に係る制度が廃止されたことに

伴い、有料職業紹介事業保証金規則を廃止するものとすること。

【第１条関係】

２ 保証金の取戻し等

保証金の取戻し及び保証金の還付に関する手続を定めるものとすること。

【第２条～第７条関係】

第６ 職業安定法関係告示の整備

１ 「職業安定法施行規則第二十条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣の

定める額を定める件」の一部改正（平成１５年厚生労働省令告示第４４２

号）

有料職業紹介事業における手数料徴収の対象となる科学技術者、経営管

理者又は熟練技能者に係る年収要件について、７百万円超に引き下げるも

のとすること。

２ 「職業安定法施行規則第二十五条の三第一項の規定に基づき厚生労働大

臣の定める数」の制定（平成１５年厚生労働省令告示第４４４号）

届出により無料職業紹介事業を行うことができる特別の法人の構成員の

下限の数は、１０とするものとすること。

３ 「職業安定法施行規則第二十五条の三第一項第八号の規定に基づき厚生

」 （ ）労働大臣が定めるもの の制定 平成１５年厚生労働省令告示第４４５号

届出により無料職業紹介事業を行うことができる特別の法人であって第

３の（５）①～⑦に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものは、次に

掲げるものとすること。

① 農業協同組合法の規定により設立された農業協同組合連合会

② 水産業協同組合法の規定により設立された漁業協同組合連合会又は水

産加工業協同組合連合会

③ 中小企業等協同組合法の規定により設立された協同組合連合会

④ 商工会議所法の規定により設立された日本商工会議所
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⑤ 中小企業団体の組織に関する法律の規定により設立された商工組合連

合会

⑥ 商工会法の規定により設立された商工会連合会

⑦ 森林組合法の規定により設立された森林組合連合会

４ その他

「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業

者等が均等待遇、労働条件の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介

、 」事業者の責務 募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針

及び「雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及

び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針」に

ついて、改正法による職業安定法の規定の条項移動等に伴う所要の整備を行

うものとすること。

第７ 労働者派遣法関係告示の整備

１ 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等

に関する法律第二十六条第二項の規定に基づき労働大臣が定める期間を定め

る件」の一部改正（平成１５年厚生労働省令告示第４４７号）

４により、派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘

案して可能な限り長く労働者派遣契約における労働者派遣の期間を定める等

とされたことに伴い、労働者派遣契約における労働者派遣の期間の上限を１

年から３年に延長するものとすること。

２ 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等

に関する法律第四十条の二第一項第二号ロの規定に基づき厚生労働大臣の定

める日数」の制定（平成１５年厚生労働省令告示第４４６号）

労働者派遣法第４０条の２第１項第２号ロにより派遣受入期間の制限の対

象外となる業務（日数限定業務）が１箇月間に行われる日数の上限は１０日

とするものとすること。

３ 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正（平成１５年厚

生労働省令告示第４４８号）

( ) 雇用契約の締結に際して配慮すべき事項1
派遣元事業主は、派遣労働者の希望及び労働者派遣契約における労働者派

遣の期間を勘案して、雇用契約の期間について、労働者派遣契約における

労働者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必

要な配慮をするよう努めるものとすること。 【第２の２( )関係】1
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( ) 派遣労働者に対する労働・社会保険への未加入の理由の通知2
、 、派遣元事業主は 労働・社会保険に加入していない派遣労働者については

派遣先に通知した当該派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体

的な理由を、当該派遣労働者に対しても通知するものとすること。

【第２の４( )関係】2

( ) 福利厚生等の措置に係る派遣先の労働者との均衡に配慮した取扱い3
派遣元事業主は、労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物

品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措

置について、必要に応じ派遣先に雇用され派遣労働者と同種の業務に従事

している労働者等の福利厚生等の実状を把握し、当該派遣先において雇用

されている労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めるもの

とすること。

【第２の８( )関係】1

( ) 派遣労働者の判断で行う事業所訪問等4
派遣労働者が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問等を行う

ことは可能であるが、派遣元事業主は、派遣労働者に対してこれらの行為

を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為へ

の協力の禁止に触れないよう十分留意するものとすること。

【第２の１１( )関係】1

( ) 紹介予定派遣5
① 紹介予定派遣の期間

、 、 、派遣元事業主は 紹介予定派遣を行うに当たっては 六箇月を超えて

同一の派遣労働者の労働者派遣を行わないものとすること。

② 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合

の理由の明示

派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けるこ

とを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなか

った場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれその

理由を書面等により明示するよう求めるものとすること。また、派遣先

から明示された理由を、派遣労働者に対して書面により明示するものと

すること。

【第２の１２関係】
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４ 「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の一部改正（平成１５年厚生労働

省令告示第４４９号）

( ) 派遣労働者の判断で行う事業所訪問等1
派遣労働者が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問等を行う

ことは可能であるが、派遣先は、派遣元事業主又は派遣労働者に対してこ

れらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的と

する行為の禁止に触れないよう十分留意するものとすること。

【第２の３関係】

( ) 労働者派遣契約の締結に際して配慮すべき事項2
派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の期間を定めるに

当たっては、当該派遣先において労働者派遣を受けようとする期間を勘案

して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要

な配慮をするよう努めるものとすること。

【第２の６( )関係】1

( ) 派遣労働者の労働・社会保険への加入3
派遣先は、派遣元事業主から派遣労働者が労働・社会保険に加入してい

ない理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考えられ

る場合には、派遣元事業主に対し、当該派遣労働者を労働・社会保険に加

入させてから派遣するよう求めるものとすること。

【第２の８関係】

( ) 派遣労働者の教育訓練・能力開発4
派遣先は、派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力

する等必要な便宜に努めなければならないものとすること。

【第２の９( )関係】2

( ) 労働者派遣を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施5
① 派遣先は、労働者派遣を受けようとする期間等を過半数組合等に通知

してから意見を聴くまでに、十分な考慮期間を設けるものとすること。

② 派遣先は、過半数組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適

当でない旨の意見を受けた場合には、派遣先の考え方を説明すること、

当該意見を勘案して労働者派遣を受けようとする期間について再検討を

加えること等により、過半数組合等の意見を十分に尊重するよう努める

ものとすること。

【第２の１５関係】



- 16 -

( ) 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受6
け入れ

派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、当該

解雇後３箇月以内に派遣労働者を受け入れる場合には、必要最小限度の労

働者派遣の期間を定めるとともに、労働者派遣の受入れの理由を説明する

等適切な措置を講じ、派遣先の労働者の理解が得られるよう努めるものと

すること。

【第２の１６関係】

( ) 安全衛生に係る措置7
派遣先は、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れが

あった場合には可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全

衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。

【第２の１７関係】

( ) 紹介予定派遣の期間8
派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、六箇月を超えて、

同一の派遣労働者を受け入れないものとすること。

【第２の１８( )関係】1

( ) 職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明9
示

派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受ける

ことを希望しなかった場合又は派遣労働者を雇用しなかった場合には、派

遣元事業主の求めに応じ、それぞれその理由を派遣元事業主に対して書面

等により明示するものとすること。

【第２の１８( )関係】2

( ) 紹介予定派遣に係る派遣労働者の特定等に当たっての差別禁止10
紹介予定派遣により派遣労働者を受け入れる際に派遣労働者を特定する

ことを目的とする行為又は派遣労働者の特定を行う派遣先は 「労働者の、

募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについ

」 「 、て事業主が適切に対処するための指針 並びに 募集及び採用並びに配置

昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」の内容と

同様の内容の措置を適切に講ずるものとすること。

【第２の１８( )関係】3
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「 、５ 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進

雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法

律の規定を実施するための派遣先が講ずべき措置に係る特例を定める件」の

廃止（平成１５年厚生労働省令告示第４５０号）

改正法により、派遣期間が１年から最長３年まで延長されたことに伴い、

同告示を廃止することとすること。

第８ 関係通達の整備

１ 平成８年５月２４日付け職発第３７１号「林業労働力の確保の促進に関す

る法律に基づく委託募集業務の取扱い等について」の一部を別添１のとおり

改正する。

２ 平成１２年４月３日付け職発第２８７号「中小企業における労働力の確保

及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に

基づく委託募集業務の取扱いについて」の一部を別添２のとおり改正する。

３ 平成１３年１０月１日付け職発第６０８号「地域雇用開発業務取扱要領に

ついて」別添１「雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動

援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関す

る指針」の一部を別添３のとおり改正する。

４ 平成１３年１２月２１日付け職発第７６４号・能発第５６０号「経済社会

の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会

の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の施行に

ついて」の一部を別添４のとおり改正する。

５ 平成１４年４月１日付け職発第 号「労働移動支援助成金及び退04010011
職前長期休業助成金の支給業務の国への移管に伴う当該助成金支給要領の制

定等について」別添１「労働移動支援助成金支給要領」の一部を別添５のと

おり改正する。


